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コ ー ス 名 グラフィックデザイン入門 ～レイアウトの基礎～  

開 講 日 
令和 ６年 １月 １１日（木）、 １２日（金） 
※２日間のコースです。 

時    間 ９：００ ～１６：００       

会    場 三条テクノスクール  （２階パソコン室） 

定    員 
１５名（最少実施人数７名） 
※ 最少実施人員に達しない場合は中止となります。 

受 講 料 
4,700円 
※ 減免制度（生活保護世帯、市町村民税非課税世帯）があります。必要な手続等に 
ついては、お問い合わせください。 

用意するもの 
（持参品） 

筆記用具、テキスト （市販のテキスト 2,５00円程度） 
※ テキストについては、受講が決定した際に詳細を連絡いたします。 

講    師 パジュ・ブレーン株式会社 佐藤 正恵 氏 

申込締切日 令和 ５年 １２月 １１日（月） 

◇受講決定について 
・受講決定者には、 １２月 １１日以後に受講料の「納入通知書」を送付します。 

・「納入通知書」により最寄りの金融機関（郵便局を除く）で、納期限（納入通知書に記載）までに納

付してください。 

・未納入の場合は受講できません。 

・なお、納入された受講料は、受講されない場合であっても返金いたしません。 

◇その他  
・受講修了後、及び年度末に郵送するアンケートのご協力をお願いします。 

◇お申し込みは、裏面の申込書にご記入の上、下記のいずれかの方法でお願いします。 

●FAX：０２５６－３８－８２２０ ●E-mail：ngt055040@pref.niigata.lg.jp 

●郵送:〒955-0024三条市柳沢353-2 県立三条テクノスクール 訓練課 在職者訓練担当 原 宛 

グラフィックデザイン入門 
～レイアウトの基礎～ 

県立三条テクノスクール在職者向け講習会 

■概要 

 デザインのルールや色の選択、画像やテキストの配置方法、ユーザーの使いやすさを学

びます。デザインの理論だけでなく、実際のデザインの練習初心者でもわかりやすく、実

践的なスキルを向上させる手助けをします。デザインの基本から、効果的なデザインを作

成するためのステップを学びます。 

 

■対象者 

・POPやチラシ制作、説明書等作成をお考えの方・デザインの基本を理解したい方 

・広告制作発注やマニュアル作成等の業務に携わっている方 

 

■内容 

（１）デザインの基本／デザインの基本原則（バランス、コントラスト、リズム、統一感） 

（２）レイアウトとデザイン／基本的なレイアウト・テキストと画像の組み合わせ 

（３）画像配置と画像選択の実践・クライアントとのコミュニケーション演習 

 



  

 

在 職 者 訓 練 受 講 申 込 書 
 

令和  年  月  日 

新潟県立三条テクノスクール校長 様    
 

訓練コース  グラフィックデザイン入門 ～レイアウトの基礎～ 

（ふりがな） 

氏    名 

 

 
生 年 月 日 

昭和・平成   年  月  日 

（   歳） 

現 住 所 

 ※受講者の住所 

〒 
 

 

 

電話番号   （    ） 

職 務 内 容 
 受講訓練コースに 

関する実務経験年数 

 

所属事業所名 
 

事業所所在地 

〒 

 

 

 

電話番号   （    ） 

                                 ＦＡＸ    （    ） 

事業所の規模 
  １ （1～29人）    ２ （30～99人）    ３（100～299人） 

  ４ （300～499人）   ５ （500～999人）   ６（1,000人以上） 

受講料納入者 １ 所属事業所     ・    ２ 受講者    

 当校から の   

 連 絡 先   

 １ 所属事業所（連絡担当者氏名：         ） ・ ２ 受講者 

「２ 受講者」を選択した場合、所属事業所への連絡    可  ・  不可 

 ご記入いただいた個人情報は、在職者訓練実施のほか、訓練ニーズ調査のアンケートに使用させて頂く 

場合がありますが、それ以外の目的では使用いたしません。 

 

  

  
 

・当校の在職者訓練の募集案内を送信しても差し支えない場合は、メールアドレスをご記入ください。 

（E-mail：                                  受講者 ・ 所属事業所 ） 

第５号様式（第 29条、第 37条関係） 


